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史
観
第
一
三
七
冊

の

と

守〉

ー
唐
代
過
所
。
公
験
文
書
劉
記
(
l
)
|

は

じ

め

に

唐
の
帝
国
秩
序
を
支
え
た
通
過
公
証
制
度
が
、
制
度
と
し
て
如
何
な
る
内
容

を
有
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
者

が
論
じ
て
き
た
。
と
り
わ
け
通
行
-
証
明
書
の
)
つ
で
、
あ
る
週
一
肋
と
公
験
に
関
し

て
は
、
入
一
居
僧
が
将
来
も
し
く
は
日
記
に
伝
え
た
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
ト
ク
ル

ブ
ア
ソ
⑩
敦
短
文
書
に
も
豊
富
な
関
連
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
既
に
こ
れ
ら

に
対
す
る
研
究
も
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
日
本
の
偶
波
護
氏
の
論

稿
は
、
現
在
利
用
で
き
る
す
べ
て
の
過
所
と
公
験
文
書
を
、
写
真
e

録
文
と
も

(
I
)
 

に
網
羅
的
に
掲
載
し
て
お
り
、
こ
れ
を
機
に
同
文
書
の
研
究
が
大
き
く
進
展
す

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
府
隅
波
民
に
よ

る
詳
細
な
整
理
過
所
が
基
本
的
に
関
津
を
透
過
す
る
際
に
必
要
と

四

i
 

I
I
 

V
ド
k
ノ

一南

な
る
通
行
許
可
書
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
適
所
が
地
方
で
は
府
州
な
ど
で
発
給
さ

(
3〉

れ
る
の
に
対
し
て
公
験
は
県
で
も
発
給
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
現
し
除
点

で
の
大
方
の
研
究
者
の
共
通
認
識
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
豊
富
な
研
究
蓄
積
を
も
っ
て
し
て

も
.
過
所
や
公
験
の
性
格
が
必
ず
し
も
ナ
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
と
く
に
阿
武
か
な
情
報
を
提
供
す
る
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
に
つ
い
て

は
、
今
後
さ
ら
に
分
析
を
深
め
て
ゆ
く
八
京
地
が
あ
る
。

本
来
、
過
所
と
公
散
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
唐
の
通
過
公
証
制
度
全

体
の
中
に
こ
れ
ら
を
位
置
づ
け
る
作
業
が
必
須
と
な
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は

別
に
論
ず
る
予
定
で
い
る
。
こ
こ
で
は
過
所
・
公
験
隠
係
文
書
に
対
す
る
こ
れ

ま
で
の
研
究

r

成
果
を
踏
ま
え
て
、
同
文
書
を
一
持
度
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
に

付
加
す
べ
き
情
報
を
引
き
出
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
紙
幅
の
関
係

で
、
多
く
の
過
所
@
公
験
関
係
文
書
の
う
ち
、
先
ず
ト
ヲ
ル
フ
ァ

γ
出
十
一
「
唐



開
一
克
二
十
一
年

m
七
一
二
三
U

西
川
都
督
府
案
巻
為
勘
給
過
所
事
」
文
書
を
取
り

上
げ
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
…
ぺ
引
用
す
る
文
書
部
分
は
全
文
に
わ
た

っ
て
試
訳
を
付
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
本
稿
で
は
、
唐
の
百
姓
が
木
賞
州
の
守
口

可
に
申
請
書
を
提
出
し
て
か
ら
裁
可
を
経
て
過
所
を
受
け
取
る
ま
で
の
過
程

を
、
文
書
行
政
の
流
れ
を
中
心
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
。
過
所

の
発
給
過
程
に
関
し
て
は
、
既
に
多
く
の
研
究
者
が
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、

本
稿
が
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
さ
ら
に
深
め
る
も
の
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

都
督
府
@
州
発
給
の
過
所
と
そ
の
書
式

唐
の
発
給
し
た
過
所
と
し
て
は
、
以
下
に
掲
げ
る
五
点
の
み
が
現
存
す
る
。

E D C 
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τ府 賞苦 言首
都護府 宣2る2 都督府 地的

唐
の
川
川
県
百
姓
と
過
所
の
発
給

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
唐
に
お
い
て
過
所
止
を
発
給
す
る
権
限
は
、
中

央
は
尚
書
省
司
門
や
親
王
府
、
が
、
地
方
に
あ
っ
て
は
戸
苔
あ
る
い
は
苛
戸
を
置

く
京
兆
@
河
南
a

太
原
の
一
二
府
お
よ
び
都
護
府
。
部
督
府
。
州
な
ど
が
有
し
て

〔

5
)

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
存
す
る
過
所
は
、
ト
一
掲
一
覧
表
の

A
が
中
央
よ
り
発

給
さ
れ
た
過
所
で
あ
る
ほ
か
は
、
何
れ
も
地
方
の
都
督
府
@
州
が
発
給
し
た
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
A
一
o
B
-
D
が
そ
れ
ぞ
れ
発
給
官
司
の
朱
方
印
が
発
給
日

(
6〉

の
部
分
に
捺
さ
れ
、
実
際
に
由
請
者
に
発
給
さ
れ
た
過
所
で
あ
る
こ
と
が
明
白

で
あ
る
の
に
対
し
て
、

C
と
E
は
現
存
部
分
に
は
朱
方
印
が
認
め
ら
れ
ず
、
と

も
に
発
給
申
請
者
に
給
付
さ
れ
た
過
所
そ
の
も
の
で
は
な
く
官
司
に
留
め
ら
れ

(

7

)

 

た
写
し
で
あ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
写
し
で
あ
っ
て
も
内

容
は
発
給
さ
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
う
か
b
、
こ
れ
ら
を
唐
の
過
所
と

し
て
一
括
し
て
検
討
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
過
所
は
官
印
を
有
す
る
公
文
書
で
あ
り
、
唐
の
公
式
令

(
8
)
 

に
も
「
過
所
式
」
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
公
式
令
所
裁
の
「
過
所
式
」
の

(
9
)
 

書
式
に
つ
い
て
は
、
「
符
式
」
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
は

こ
の
書
式
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
確
言
で
き

(
川
山
)

る
の
は
、
中
村
裕
一
氏
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
央
よ
り
発
給
さ
れ
た

過
所
(
前
掲
A
)
が
「
符
式
」
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
地

方
の
官
司
が
発
給
す
る
過
所
は
、
後
掲
の
ご
と
く
中
央
発
給
の
そ
れ
と
は
書
一
式

を
異
な
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
村
氏
お
よ
び
小
野
勝
年
氏
の
検
討
を
踏

(
日
)

ま
え
、
後
の
検
討
に
資
す
る
た
め
、
現
存
す
る
八
世
紀
代
の
ひ
と
九
世
紀
代
の

B
に
基
づ
い
て
、
地
方
官
司
よ
り
発
給
さ
れ
る
過
所
の
書
式
を
改
め
て
復
元
し

ヰL



史
観
第
一
一
ニ
七
冊

て
お
く
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

①
発
給
都
督
府
園
州
名

②
発
給
対
象
者
と
同
行
の
人
@
音
の
内
訳

③
目
的
地
十
「
己
来
(
路
次
)
」

0
1「
幸
依
勘
過
」
。「

日
肘
」

官
員
名
。

④ 

コ
戸
習
参
寧
」

『
官
員
名
〔
自
署
〕
』
。

⑤ 

「
史
」
官
員
名
。

某
年
某
月
菜
日
+
「
給
」
。

中
央
で
作
成
さ
れ
る
符
式
の
過
所
と
同
様
に
、
地
方
府
州
の
そ
れ
も
、
一
冒
頭

①
に
過
所
を
発
給
す
る
官
司
名
が
、
②
に
字
下
げ
を
し
て
発
給
申
請
者
お
よ
び

申
請
者
に
同
行
す
る
人
。
畜
お
よ
び
携
帯
品
等
の
内
訳
が
列
記
さ
れ
る
。
記
載

に
あ
た
っ
て
は
、
発
給
申
一
一
一
請
者
や
同
行
人
(
家
族
@
作
人
@
奴
牌
)
は
身
分
@

姓
名
・
年
齢
な
ど
が
、
同
行
の
駄
畜
に
は
種
類
@
毛
色
・
牡
牝
去
勢
の
別
、
充

(
刊
仏
)

頭
数
。
年
齢
が
注
記
さ
れ
る
。

そ
の
後
に
過
所
の
本
文
@
が
続
く
が
、
冒
頭
に
目
的
地
に
「
己
来
」
を
付
け

加
え
た
定
型
匂
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
「
己
主
人
白
」
が
「
ー
ま
で
L

を
意
味
す
る
こ

と
は
、
多
く
の
文
書
@
編
纂
史
料
よ
り
裏
付
け
ら
か
バ
問
。
こ
の
部
分
は
、
前
掲

A
の
符
式
の
適
所
の
冒
頭
に
「
へ
地
名
)

1

7

己
来
路
、
次
関
防
主
者
(
ー
ま
で
の
途

次
に
る
る
関
所
や
軍
事
施
設
の
責
任
者
に
)
。
」
と
あ
る
の
に
相
当
す
る
も
の

で
、
発
信
元
と
な
る
①
の
府
州
が
、
ヨ
的
地
ま
で
の
路
次
に
あ
る
関
所
等
の
責

任
者
に
宛
て
て
発
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

ーム

ノ¥

の
後
に
、
人
数
。
駄
畜
数
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
携
帯
口
仰
が
列
記
さ
れ
、

(

リ

凶

)

続
い
て
申
請
者
の
牒
(
辞
〉
な
ど
が
引
用
さ
れ
た
後
に
、
都
督
や
刻
。
史
の
判
を

得
て
給
付
さ
れ
た
こ
と
が
一
記
さ
れ
る
。
こ
の
③
の
末
尾
に
は
「
幸
依
勘
過
」
が

常
套
句
と
し
て
添
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

続
く
④
は
、
審
査
を
担
当
し
た
戸
曹
司
の
守
口
員
の
名
を
載
せ
る
部
分
で
、
下

段
に
載
る
一
戸
曹
史
も
し
く
は
府
が
木
過
所
を
作
成
し
て
い
る
。
過
所
の
正
本
で

は
上
段
の
コ
戸
市
日
参
軍
」
の
官
員
名
の
部
分
に
は
参
軍
自
筆
の
サ
イ
ン
が
書
き

込
ま
れ
る
。

最
後
の
⑤
の
部
分
は
過
所
の
発
給
日
で
、
既
に
礁
波
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う

ハ
日
)

に
数
字
は
大
字
で
書
か
れ
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
⑤
の
末
字
に
「
給
」
と
あ

る
の
は
、
符

h

一
凡
の
過
所
で
は
「
下
」
と
な
る
部
分
で
、
③
の
末
尾
の
「
幸
依
勘

過
」
と
と
も
に
、
部
督
府
e

州
発
給
の
過
所
が
通
常
地
方
府
州
で
多
用
さ
れ
る

「
符
ケ
「
牒
」
@
「
帖
」
な
ど
と
い
っ
た
官
文
書
と
は
そ
の
性
格
、
が
異
な
っ
て
い

た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
過
所
の
正
本
に
は
、
基
本
的
に
は
⑤
の
部
分

ハ
日
)

に
発
給
守
口
司
の
官
印
が
捺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

過
一
所
の
発
給
過
程

さ
て
前
節
に
検
討
し
た
都
督
府
@
州
発
給
の
過
所
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を

経
て
発
給
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
幸
い
に
ト
ヮ
ル
フ
ァ
ン
の
ア
ス
タ
ー
ナ
五

O
九
号
墓
よ
り
、
そ
の
実
態
を
検
討
で
き
る
官
文
書
、
が
多
数
出
土
し
て
い
る
。

こ
の
内
T

に
は
、
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
な
人
々
の
過
所
・
公
験
発
給
に
関
わ
る
案



件
が
存
在
し
て
い
る
。

①
西
州
高
田
昌
県
百
姓
、
麹
嘉
淡
。

②
西
州
一
白
姓
、
石
染
典
。

③
福
州
都
督
府
長
史
唐
循
忠
姪
、
唐
益
謙
。

④
甘
州
張
披
県
入
、
リ
昨
光
批
。

⑤
康
大
之
。

⑤
安
西
鎮
満
放
帰
兵
、
孟
懐
福
(
木
賞
、
坊
州
〉
。

⑦
安
西
給
過
所
放
還
京
入
、
王
奉
仙
(
本
賞
、
京
兆
府
華
源
県
)
。

③
北
庭
都
護
府
金
満
県
百
姓
、
一
勝
化
現
。

⑤
興
協
(
外
来
ソ
グ
ド
人
)
。

先
に
検
討
し
た
過
所
の
書
式
自
体
は
入
@
九
世
紀
を
通
じ
て
ほ
ぼ
統
-
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
発
給
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
時
代
的
な
変
遷
を

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
同
一
し
侍
期
に
あ
っ
て
も
、
申

読
者
が
唐
園
内
の
百
姓
@
行
客
か
外
国
人
か
で
、
発
給
の
過
程
が
違
っ
て
く
る

こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
無
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
発
給
さ
れ
た
過
所
そ
の
も
の

に
は
、
有
効
日
限
が
設
定
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
日
本
養
老
律
令
で
は
一
ニ

O
日

(
叩
山
)

が
過
所
の
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
る
。
先
の

C
D
D
の
過
所
か
ら
、
唐
の
場
合

で
も
過
所
の
「
改
給
」
が
行
わ
れ
こ
と
が
確
認
で
き
、
日
限
は
明
確
で
は
な
い

が
、
規
定
の
日
限
を
越
え
た
場
合
に
は
、
所
在
の
官
司
よ
り
改
め
て
適
所
止
を
給

付
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
そ
の
発
給
過
程
を
考
察

す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
州
問
何
百
姓
の
場
合
に
限
定
し
て
考
え
て
も
、
ま
ず
(

A

)

唐
の
州
県
百
姓
と
過
所
の
発
給

本
官
(
の
府
@
州
を
離
れ
る
際
に
よ
不
府
・
州
よ
り
発
給
さ
れ
る
過
程
と
、

(

B

)

通

行
途
次
の
州
で
過
所
を
改
め
て
発
給
し
て
も
ら
う
そ
れ
と
に
区
別
す
る
必
要
が

あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
(

A

)

と
(

B

)

に
あ
っ
て
も
、
同
じ
く
百
姓
で
あ
っ
て

も
申
請
者
の
性
格
に
よ
っ
て
発
給
の
過
程
が
相
違
し
て
い
た
こ
と
も
十
分
に
予

想
さ
れ
、
そ
れ
ら
も
考
慮
に
入
れ
て
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
先
ず
、

(
A
〉
に
属
す
る
上
掲
①
西
州
高
昌
県
百
姓
、
麹
嘉
淡
の
ケ

ー
ス
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

" 
'-J 

麹
嘉
淡
関
連
文
書
の
録
文
と
和
訳

前
掲
①
麹
嘉
談
の
案
件
が
貼
り
継
が
れ
て
い
る
の
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
ト
?

ル
フ
ァ
ン
出
土
の
「
唐
開
一
万
二
十
一
年
(
七
一
一
三
一
)
西
州
都
督
府
案
巻
為
勘
給

(
げ
)

過
所
事
」
文
書
で
あ
る
。
本
文
書
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
⑤
。
⑦
a

③
@
⑨

(
問
)

の
案
件
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
何
れ
も
後
掲
の
戸
商
日
参
軍
、
「
一
元
」
(
梁
元
環
〉

の
署
名
が
紙
縫
の
裏
に
見
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
西
州
都
替
府
戸
古
田
司
で
処
理

さ
れ
貼
り
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
長
大
な
文
書
で
あ

る
の
で
、
関
係
部
分

(
1
1
6
、
印
1
印
行
自
)
の
み
の
移
録
と
和
訳
を
掲
載

す
る
。
ち
な
み
に
中
略
し
た
部
分
に
は
、
⑥
の
坊
州
を
本
貫
と
す
る
安
西
鎮
満

放
帰
兵
の
孟
懐
福
の
案
件
が
挟
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

(
前
欠
)

一
戸
強
去
す
忽
卒
「
一
万
」

※
(
録
文
は
透
用
漢
字
を
使
用
す
る
〉

2 

史

正
月
廿
四
日
受
、
廿
五
日
行
判
。

〈司
丸J

七



(
中
略
)

高
田
同
県
為
山
中
麹
一
一
一
一
回
調
淡
請
過
所
所
出
兵
状
上
一
事

隣
右
別
敷
行
守
口
、
前
鎮
副
麹
嘉
談
、
男
清
年
拾
陸
。
奴
烏
鶏
年
拾
弐
、

規
千
年
年
拾
参
、
巴
上
家
生
。

作
人
王
貞
子
年
弐
拾
陸
、
路
敬
仙
年
。
弐
拾
参
。
騒
拾
頭
入
青
黄
、
ニ

烏
、
馬
壱
疋
踏
(

a

)

。

右
被
符
称
、
得
上
件
人
牒
称
、
ム
「
・
将
前
件
人
畜
崎
一
寸
往
鴎
右
。
恐
所

在
関
鎮
守
捉
、
不

練
行
由
、
請
給
過
所
J4
唱
。
麹
嘉
淡
将
男
及
作
人
等
赴
隠
右
、
下
高

田
田
県
勘
費
、
(

b

)

。
去
後
何

人
代
承
一
戸
径
(

C

Y

井
勘
作
人
是
何
等
色
、
具
申
者
。
准
状
責

問
、
得
保
人
劉
劃
制
等

五
人
款
、
麹
談
所
将
人
畜
、
保
並
非
察
、
盗
(

d

)

詰
誘
等
色
者
。

又
問
塁
正
越
徳
宗
款
、
上

件
入
戸
当
第
六
。
共
奴
紳
先
釆
漏
籍
、
巳
経
州
可
首
附
(

C

)

下

郷
詑
。
在
後
蜂
右
小
男

二
人
、
並
不
堪
抱
一
波
第
六
一
戸
。

勺
工
)
能
代
兄
一
政
戸
否
。

史
観
第
一
一
一
一
七
四

A 

録
台
争
元
賓
検
無
穣
失
。

功
十
問
自
摂
録
事
参
軍
思
勾
詑
。

下
高
昌
県
為
勘
麹
一
一
一
也
知
淡
去
後
何
人
承
後
上
事
。

F 
U 日51 50 52 53 54 55 56 57 58 

在
、
請
追
間
同

入

59 

並
走
麹
淡
家
畜
者
。
依
問
弟
嘉
噴
得
款
、
児
嘉
淡

61 

其
嘘
馬
奴
婦
、

去
後
、
所
有
戸

径
一
事
以
上
、

款
、
共
作
人
王
貞
子

路
敬
仙
等
、
一
元
従
続
挑
中
市
中
来
日
産
将
来
、
十
ル
不
是
諮
軍
州
兵
士
券
、

逃
戸
門
学
色

者
。
依
間
王
貞
子
等
。
得
一
款
、
去
問
一
万
廿
年
九
月
、
従
臨
滋
軍
、

共
麹
談
駆
駄
客
作
到

此
o
A
7
還
却
共
麹
淡
充
作
入
、
駆
駄
往
臨
挑
寧
。
実
不
是
諾
草
川
川

逃
丘
(
募
、

健
児
等
色
者
。

勘
資

状
回
(

b

)
、

60 

仰
不
闘
事
者
。
依
問
麹
淡
、
得

62 63 64 

請
過
所
。

67 66 65 

朝
一
議
郎
行
丞
上
柱
閤

謹
依
録
申
。

沙
安

68 

小

中

火

)

給
麹
嘉
淡
為
往
隠
右
過
所
事

(
和
訳
)

(
前
欠
)

一
戸
習
参
寧

府

「
一
元
」
〔
梁
一
五
環
〕
。

史



正
月
廿
四
日
、
(
録
事
司
〉
受
理
す
。
(
正
月
〉
廿
五
日
、

判
〔
処
決
〕
を
行
う
。

録
事
の
「
一
克
賓
」
。
検
べ
た
が
遅
滞
・
失
錯
〔
遅
滞
し
て
判
決
が

出
る
の
が
遅
れ
る
こ
と
〕
は
な
い
。

功
曹
、
摂
録
事
参
軍
の
「
思
」
〔
宋
九
思
〕
。
勾
し
お
え
た
。

高
畠
県
に

m
符
を
)
下
し
て
、
麹
嘉
淡
が
去
り
た
る
後
に
、
誰
が
後
を
引
き

受
け
る
の
か
取
り
調
べ
て
報
告
さ
せ
る
件
。

(
戸
曹
司
)

高
畠
県
よ
り
、
麹
嘉
淡
の
過
所
申
誇
に
つ
き
、
担
当
官
が
状
を
具
し
上
申
し

た
る
件
。

際
右
の
別
款
の
行
宮
、
前
鎮
到
の
麹
嘉
談
。
息
子
の
清
、
年
十
六
。
奴
の

烏
鶏
、
年
十
二
。
縛
の
千
年
、
年
十
一
ニ
。
以
上
は
す
べ
て
家
で
生
ま
れ
た

(
奴
熔
)
。

作
人
の
王
貞
子
、
年
二
十
六
。
賂
敬
仙
、
年
二
十
三
。
櫨
は
拾
頭
、
う
ち

入
(
頭
の
毛
色
は
)
青
寅
〔
あ
お
げ
で
糞
褐
色
系
の
馬
?
〕
・
二
(
頭
の

毛
色
は
)
烏
〔
く
ろ
げ
〕
。
馬
は
壱
疋
、
(
毛
色
は
〉
騎
〔
か
げ
〕
。

右
は
(
西
州
都
督
府
の
)
符
に
「
上
件
人
〔
麹
嘉
淡
〕
の
牒
を
得
た
と
こ
ろ
『
今
、

前
件
の
人
畜
等
を
率
い
て
隣
右
に
ま
い
り
ま
す
。
途
次
の
関
・
鎮
・
守
捉
が
、

往
来
の
事
情
を
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
恐
れ
、
過
所
の
支
給
を
お
願
い
申
し

あ
げ
る
次
第
で
す
。
』
と
言
っ
て
き
て
い
る
on

麹
嘉
淡
は
、
息
子
お
よ
び
作
人

等
を
率
い
て
、
際
右
に
赴
こ
う
と
し
て
い
る
が
、
高
昌
県
に
(
符
を
〉
下
し
て

(
高
昌
県
が
関
係
者
を
)
勘
べ
て
状
(
弁
辞
)
を
取
る
こ
と
を
命
ず
る
。
去
り

唐
の
刈
県
百
姓
と
過
所
の
発
給

た
る
後
、
誰
が
代
っ
て
戸
径
を
受
け
継
ぐ
の
か
。
井
せ
て
作
人
が
ど
の
よ
う
な

素
性
の
も
の
な
の
か
勘
ベ
て
具
に
上
申
せ
よ
。
」
と
苦
闘
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

(
こ
の
西
州
都
督
府
の
符
の
)
状
に
準
じ
て
責
め
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ノ
ろ
、
保

人
の
麹
忠
誠
等
五
人
の
款
(
弁
辞
、
尋
問
調
書
〉
を
得
る
に
、
「
麹
淡
の
将
い
る

人
畜
は
、
す
べ
て
盗
ん
だ
り
編
し
取
っ
た
り
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
保
証

し
ま
す
。
」
と
雪
一
回
っ
て
い
ま
す
。
又
、
里
一
止
の
越
徳
宗
の
款
で
は
、
「
上
件
人
の

戸
は
、
第
六
(
等
戸
)
に
当
た
り
ま
す
。
其
の
奴
牌
は
先
来
、
戸
籍
に
漏
れ
て

い
ま
し
た
が
、
既
に
州
の
役
所
に
対
し
て
自
ら
申
し
出
て
附
籍
し
、
(
そ
の
こ

と
は
州
司
よ
り
)
郷
に
下
達
し
終
わ
っ
て
お
り
ま
す
。
後
に
小
男
二
人
が
い
る

と
い
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
第
六
(
等
〉
戸
を
受
け
継
ぐ
に
堪
え
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
同
じ
戸
籍
に
弟
の
嘉
墳
が
お
り
、
現
に
居
住
し
て
い
ま
す
の
で
、

兄
に
代
わ
っ
て
戸
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
呼
び
出
し
て
尋
問
す

る
こ
と
を
要
請
い
た
し
ま
す
。
そ
の
腫
・
馬
・
奴
稗
は
、
す
べ
て
麹
嘉
淡
の
家

畜
で
す
。
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
(
ま
た
〉
弟
の
嘉
鴇
慣
を
呼
び
出
し
て
問
い
質
し

て
得
た
款
に
は
、
「
兄
の
嘉
淡
が
去
っ
た
後
、
戸
径
は
す
べ
て
嘉
墳
が
受
け
継

ぐ
こ
と
を
求
め
、
決
し
て
穴
を
あ
け
ま
せ
ん
。
」
と
あ
り
ま
す
。
(
さ
ら
に
)
麹

淡
を
呼
び
出
し
て
尋
問
し
て
得
た
款
に
よ
る
と
、
「
そ
の
作
人
の
王
貞
子
と
路

敬
仙
等
は
、
も
と
は
臨
挑
軍
よ
り
雇
っ
て
率
い
て
き
た
も
の
で
、
諸
寧
州
の
兵

募
や
逃
一
戸
な
ど
の
輩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
あ
り
ま
す
。
(
ま
た
作
人
の
〉

王
貞
子
等
を
呼
び
出
し
て
尋
問
し
て
得
た
款
に
よ
る
と
、
「
去
る
関
元
廿
年
九

月
に
、
臨
挑
軍
よ
り
麹
淡
に
運
搬
の
た
め
の
作
人
と
し
て
一
雇
一
わ
れ
、
と
も
に
こ

こ
西
州
に
到
着
い
た
し
ま
し
た
。
今
、
帰
還
す
る
に
、

(
ま
た
)
麹
淡
の
運
搬

九



史
観
第
一
一
一
一
七
冊

の
た
め
の
作
人
と
し
て
海
挑
軍
に
ま
い
り
ま
す
。
真
実
、
諸
軍
州
の
逃
亡
し
た

兵
募
や
健
児
な
ど
の
輩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
あ
り
ま
す
。
麹
嘉
淡
は
、
怠

子
お
よ
び
人
畜
な
ど
を
率
い
て
、
臨
挑
軍
に
往
く
こ
と
を
由
一
請
し
、
(
併
せ
て
)

過
所
の
発
給
を
請
求
し
て
お
り
ま
す
。
勘
べ
て
状
ハ
弁
辞
〉
を
責
め
た
と
こ
ろ

(
申
請
内
容
に
)
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
録
し
て
州
の
一
戸
習
に
上
申
し
、
裁
一
円
を

お
願
い
'
甲
し
あ
げ
る
次
第
で
す
。
護
ん
で
録
し
て
上
申
い
た
し
ま
す
。

ご

日

に

勘

べ

た

。

」

靭
2

誠
一
郎
(
正
六
口
問
上
)

o

行
録
事
参
寧
・
摂
令
@
上
柱
図

郎
。
行
丞
@
ト
一
柱
園
才
感

(
出
l

欠
)

麹
嘉
淡
に
際
石
へ
往
く
過
所
を
給
し
た
る
件
。

沙
rl-> 

ヌご

朝
議

(
呂
)
毛
色
と
い
っ
て
も
馬
会
一
体
の
色
で
は
な
く
各
部
の
色
の
組
合
せ
で
名
付

け
ら
れ
て
い
る
。
『
古
今
合
壁
事
類
備
要
』
別
集
巻
八
一

a

畜
産
門
・
罵
、

格
物
総
論
の
条
な
ど
参
照
。

(
b
〉
「
勘
貢
」
@
@
'
先
に
「
天
宝
十
四
載
三
月
交
河
郡
長
行
坊
典
牒
」
を
取

り
上
げ
た
際
に
ハ
荒
川
一
九
九
一
二
、
二
人
;
一
一
一
一
頁
可
石
川
重
雄
氏
よ
り
同

文
書
に
見
え
る
「
勘
責
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
勘
責
(
状
)
」
と
し
て
理

解
す
叩
へ
き
こ
と
、
「
禁
状
」
と
は
『
清
明
集
』
の
例
な
ど
を
念
頭
に
置
い
た

上
で
、
官
府
の
決
済
に
対
し
被
告
人
か
ら
「
(
も
お
裁
き
の
と
お
り
相
違
ご
ざ

い
ま
せ
ん
、
界
に
甘
ん
じ
ま
す
と
)
そ
の
旨
一
筆
と
る
L

意
味
で
あ
る
こ

。

と
、
さ
ら
に
「
勘
責
状
同
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
取
り
調
べ
、
内
容
に
相

違
な
い
宮
本
人
よ
り
一
筆
と
る
の
は
他
の
事
例
と
同
様
に
す
る
」
意
味
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
も
「
勘
一
一
貫
L

は
、
「
動
車
頁
状
」

を
略
し
た
語
、
と
解
L
、
こ
れ
を
後
載
の
「
勘
責
状
向
」
と
い
う
表
現
と
併
せ

て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
「
勘
責
状
」
と
は
、
取
り

調
べ
て
状
を
責
め
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
状
と
は
石
川
氏
が
指
摘

さ
れ
た
よ
う
な
単
な
る
宣
誓
室

7
同
意
書
の
類
で
は
な
く
、
「
西
州
都
督
府

案
巻
為
勘
給
過
所
事
」
文
書
な
ど
に
伴
に
貼
り
継
が
れ
て
い
る
、
尋
問
調
書

で
あ
る
「
弁
辞
」
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
勘
責
状
同
」
の

「
同
」
は
、
内
容
が
お
な
じ
で
あ
る
と
解
す
る
方
が
妥
当
で
る
ろ
う
。
即

ち
、
取
り
調
べ
て
状
(
弁
辞
)
を
責
め
た
と
こ
ろ
(
過
所
を
申
請
す
る
)
牒

の
内
容
と
同
じ
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
「
勘
忠
良
状
同
」

と
い
う
解
釈
か
ら
、
過
所
に
見
え
る
「
勘
資
状
同
此
巴
」
は
、
「
勘
責
状

同
此
、
己
」
で
は
な
く
「
勘
禁
状
向
、
此
巳
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る。

(
C
〉
「
戸
倍
」
・
@
@
麹
嘉
淡
の
戸
が
負
担
す
べ
き
篠
役
。
各
役
が
戸
単
位
で

あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
一
戸
等
に
応
じ
て
軽
重
が
あ
る
こ
と
は
大
津
透
氏

に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
大
津
一
九
八
八
、
一
一

0
1
一一一

O
頁。

(

d

)

「
寒
盗
」
@
@
@
こ
の
一
一
語
に
関
し
て
、
王
樹
栢
氏
は
『
新
彊
訪
古
録
』
巻
二

「
唐
上
元
二
年
買
馬
私
契
」
に
お
い
て
「
当
時
の
俗
語
で
、
人
の
貧
然
、
で
盗
み

を
為
す
も
の
た
よ
一
一
一
口
う
」
と
レ
う
説
を
主
張
し
て
い
る
。
な
お
仁
井
田
陸
氏
も
、

こ
の
玉
氏
の
説
を
掲
げ
て
い
る
。
仁
井
田
一
九
六

O
、
六
五
四
頁
注
(
U
〉0



あ
る
い
は
「
索
心
は
「
塞
」
の
依
借
と
も
言
う
。
程
一
九
九
一
、
二
四
八
真
。

〈
己
)
「
経
州
司
首
附
」
@
@
。
『
唐
律
疏
議
』
巻
四
、
名
例
五
に
「
諸
盗
、
詐

取
人
財
物
而
一
十
財
主
首
露
者
、
与
経
官
司
自
首
向
。
」
の
「
経
官
司
白
首
」

と
あ
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
州
の
役
所
に
対
し
て
自
ら
中
告
し
て
附
錯
し
た

意
味
に
解
し
た
。
滋
恒
二
九
七
九
、
二
一
一
一
二

1
二
三
五
一
氏
お
よ
び
銭
一
九
八

八
、
五
一

1
五
二
頁
参
照
。

(
z
i
)

「
追
問
」
@
刷
。
「
追
」
に
は
「
身
柄
を
拘
束
す
る
」
あ
る
い
は
単
に

「
呼
び
出
す
」
と
い
う
程
度
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
後
J

看
の
意
味
で
佼

わ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
先
の
「
責
問
」
が
申
請
者
に
対
し
て
法
的
責
任

を
負
う
べ
き
立
場
の
人
へ
の
尋
問
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
追
問
」
と
は
単

に
関
係
者
を
呼
び
出
し
て
の
尋
問
で
市
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。

(

2

)

 

西
川
高
昌
県
百
姓
に
対
す
る
過
所
の
発
給
過
程

本
文
書
は
、
西
州
高
日
同
県
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
で
あ
る
が
、
唐
に
お
い
て

本
実
州
を
離
れ
る
百
姓
に
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
過
所
が
発
給
さ
れ
て
い
た

の
か
を
う
か
が
う
こ
と
、
が
で
き
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ

う
に
既
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
王

仲
議
・
程
士
且
同
措
林
e

呉
震
@
杉
井
正
匡
@
i
中
村
裕
一
諸
氏
お
よ
び

e

内
藤
乾
吉
氏
の

(
初
〉

研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
文
書
お
よ
び
先
に
検
討
し
た
都
督
府
・
州
発
給
の

過
一
併
に
拠
っ
て
、
申
請
者
が
申
請
蓄
を
提
出
し
過
所
を
給
付
さ
れ
る
ま
で
の
過

程
を
で
き
得
る
限
り
詳
細
に
ト
レ
ー
ス
し
て
お
き
た
い
。
な
お
そ
の
際
、
重
要

な
割
に
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
、
文
書
行
政
の
要
と

唐
の
州
県
百
姓
と
過
所
の
発
給

な
る
録
事
司
の
役
割
に
留
意
し
て
検
討
す
る
。
ま
ず
考
察
の
便
宜
上
、

1
1
6

行
自
の
部
分
を
(

A

)

文
書
、
印
(
〉
印
行
目
の
部
分
を
(

B

)

文
書
と
し
て
お

ノ
¥
。

八
後
掲
図
表
門
IA
〕
の
手
続
き
の
流
れ
V

(

A

)

文
書
は
、
-
回
2
行
自
の
記
載
か
ら
そ
の
前
欠
部
分
に
、
西
州
府
の

録
事
可
か
ら
回
付
さ
れ
て
き
た
文
書
を
戸
曹
司
の
府
・
史
が
担
当
官
司
官
員
と

し
て
処
理
し
、
そ
れ
に
対
し
て
戸
市
回
参
寧
が
「
判
」
(
処
決
)
を
下
し
た
部
分
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
録
事
が
受
理
し
た
の
が
、

3
行
自
よ
り
「
正

月
廿
四
日
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
戸
吉
田
参
軍
は
翌
日
に
判
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
で
は
こ
の
録
事
が
受
理
し
た
文
書
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
ぎ
は
、
前
掲
(

B

)

文
書
の
日
行
日
に
「
右
被
符
称
、
得
上
件
人

牒
称
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
B
〉
文
書
は
、
既
に
多
く
の
研
究
者
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
官
官
田
県
が
西
州
都
督
府
a

戸
習
司
に
宛
て
た
r
ぃ
十
甲
書
で
あ

り
、
こ
こ
に
掲
げ
た
四
刊
行
自
の
一
文
は
前
掲
の
和
訳
の
よ
う
に
訳
出
で
き
る
。

即
ち
、
西
州
都
督
府
で
は
高
田
田
県
に
対
し
て
下
し
た
符
の
中
で
、
麹
一
一
懇
談
の
申

請
書
の
内
容
を
改
め
て
引
用
し
て
通
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

高
昌
県
、
が
州
よ
り
符
の
下
達
止
を
受
け
て
は
じ
め
て
過
所
の
申
請
書
と
接
し
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
と
と
も
に
、
西
州
吉
岡
田
田
県
に
付
籍
さ
れ
る
百
姓
は
、
県
に

(
幻
)

対
し
て
過
所
ー
申
請
の
牒
(
あ
る
い
は
辞
)
を
提
出
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
怒

(
幻
)

ロ
は
州
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
背
景
に
は
、
西
州
都

督
府
司
と
高
日
閏
旧
派
司
が
と
も
に
高
回
目
減
(
カ
ラ
H
U
ホ
l
ジ
ャ
)
内
に
置
か
れ
て



一
三
七
四
川

い
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
郭
下
県
で
な
け
れ
ば
通
常
は
県
が
窓
口
に

を
州
に
上
申
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
検
討
か
ら
、

(
A
〉
文
書
の
前
欠
部
分
に
あ
っ
た
と
索
、
え
ら
れ
る
西
州

都
督
府
録
事
が
受
理
し
た
文
章
一
円
と
は
、
麹
嘉
淡
の
過
所
市
内
4

請
の
牒
で
あ
っ
た
と

推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
録
事
が
申
請
書
を
受
け
付
け
た
後
に
は
、
お
そ
ら
く

都
督
が
「
付
司
」
あ
る
い
は
「
付
判
」
と
書
き
入
れ
て
サ
イ

γ
し
関
係
官
司
に

(
幻
)

廻
付
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
を
承
け
て
一
丹
び
録
事
が
、

「
受
事
。
発
辰
」
(
受
付
。
発
ヨ
〉
の
記
録
と
と
も
に
、
録
一
一
事
参
中
刷
工
の
職
掌
で
あ

る
「
付
古
手
」
(
担
当
官
司
の
、
決
定
と
そ
れ
へ
の
廻
付
)
の
記
載
を
前
も
っ
て
書
き

入
れ
、
最
後
に
「
監
印
L

(

官
印
の
管
理
)
の
職
掌
も
有
す
る
録
事
参
軍
が
署

名
と
活
州
都
脅
し
府
印
を
捺
し
た
上
勺
、
録
事
司
よ
り
担
当
官
司
(
本
文
書
で
は

戸
曹
司
)
へ
廻
付
し
た
と
見
ら
れ
る
。
)
」
の
持
、
府
州
印
を
捺
し
た
町
一
跡
事
司
、
で

は
「
印
歴
」
(
「
商
州
都
督
府
之
印
」
を
捺
印
し
た
文
案
の
目
録
)
に
、
こ
の
朕

ハ
川
此
)

定
さ
れ
る
。
こ
の
「
印

と
し
て
の
性
格
を
も
っ

の
簡
潔
な
要
約
を
「
事
宣
言
き
」

歴
」
は
お
そ
ら
く
は
「
荷
河
川
押

て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

結
局
当
そ
の
申
請
書
の
処
理
に
当
た
っ
た
戸
曹
司
で
は
、
「
高
自
国
円
売
に
符
会
一

下
達
し
て
、
麹
嘉
淡
が
去
っ
た
後
に
詮
が
後
を
引
き
受
け
る
の
か
取
り
調
べ

よ
。
」
と
判
(
処
決
)
し
た
ら
し
く
、
そ
の
こ
と
は
(

A

)

文
書
の
末
尾
に
見

え
る
い
わ
ゆ
る
「
草
書
き
」
よ
り
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
、
戸
菅
府
・
史
は
高

田
田
県
へ
の
符
の
作
成
と
共
に
、
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
文
案
(
過
所
申
請
の
牒
+

録
事
司
お
よ
び
戸
曹
司
の
処
理
)
の
後
に
付
す
文
一
笑
の
作
成
に
従
事
し
た
と
半
分

え
ら
れ
る
c

前
掲
の
(

A

)

文
書
の
l
@
2
行
自
は
、
こ
の
文
案
の
後
半
部
で

あ
り
、
戸
前
回
参
軍
と
録
事
・
録
事
参
寧
の
署
名
部
分
の
み
を
残
し
て
作
成
す
る

こ
と
に
な
る
。
最
後
に
一
戸
樹
回
参
寧
が
自
署
し
て
、

3
岡

4
行
自
に
あ
る
よ
う
に

本
案
件
処
理
の
稽
失
(
遅
滞
・
失
錯
)
の
チ
エ
タ
グ
を
受
け
る
た
め
に
.
こ
れ

を
録
事
司
に
回
す
こ
と
に
な
る
。
録
事
司
で
は
、
録
士
一
で
録
事
参
寧
が
そ
れ
ぞ

(

閉

山

)

(

お

〉

れ
検

E

勾
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
内
藤
氏
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
一
五
日
ご

と
に
関
連
文
案
を
宮
司
で
成
品
を
す
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は

戸
菅
苛
に
お
い
て
一
玄
白
ご
と
の
定
め
ら
れ
た
日
に
関
連
案
件
を
成
巻
し
た
上

で
録
事
司
に
送
り
、
そ
の
後
に
「
庫
」
に
納
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

A
後
掲
図
表
門
E
一
山
の
手
続
一
ぎ
の
流
れ
V

ニ
ペ
符
の
作
成
も
命
じ
ら
れ
た
戸
曹
府
@
史
は
、
高
田
閏
県
へ
の
符
を
控
え

と
と
も
に
作
成
す
る
と
、
一
戸
警
参
宣
の
署
名
を
経
て
、
官
印
止
を
受
け
る
べ
く
録

写
司
に
正
本
の
符
を
送
付
す
る
。
銀
事
司
に
お
い
て
録
事
参
箪
が
こ
れ
に
官
印

を
捺
し
、
銀
事
が
「
印
歴
」
に
書
き
入
れ
て
か
ら
、
所
由
一
司
(
こ
こ
で
は
一
戸
曹

司
)
が
符
止
を
高
田
田
県
に
下
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
印
歴
」
は
先
の
到

来
目
録
に
対
し
て
、
「
西
州
都
督
府
発
出
文
書
目
録
」
と
し
て
の
性
格
を
有
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ち
て
(

B

)

文
書
の
m
t
J
日
行
自
よ
り
、
下
達
さ
れ
た
符
の
内
容
が
「
得
上

件
入
牒
称
Q
A
7
将
前
件
人
骨
首
位
守
往
除
右
。
恐
所
在
関
鎮
守
捉
、
不
続
行
由
、
請

。
麹
一
一
寿
淡
将
男
及
作
人
等
赴
隠
右
、
下
高
田
田
県
勘
責
。
去
後
何
人
代

日
汗
勘
作
人
是
何
等
色
。
旦
一
〈
申
乙
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。



は
、
里
正
司
弟
、
申
請
者
、
作
人
の
阪

で
取
り
調
べ
を
行
っ
た
こ
と
が
す
向
日
田
市
町
よ
り
西
州
都
督
府
に
宛
て
た
上
白
書

〈(
B
〉
文
書
)
よ
り
知
ら
れ
る
。
県
司
で
の
す
〈
品
苦
手
続
き
の
過
程
は
省
略
す
る

が
、
県
は
符
の
指
示
通
り
に
、
麹
嘉
談
が
率
い
る
人
。
一
首
の
身
元
を
取
り
調
べ

る
と
と
も
に
、
彼
が
西
州
を
離
れ
た
後
V
L

誰
が
一
戸
川
市
山
を
継
承
す
る
の
か
を
明
確

に
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
戸
籍
を
同
じ
く
す
る
弟
が
こ
れ
を
受
け

継
ぐ
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
伎
の
「
弁
辞
」
「
款
」
(
尋
問
調
書
)
よ
り

知
ら
れ
る
。
こ
の
よ

7

印
書
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
「
弁
辞
」
「
款
」
に
は
、
そ

の
末
尾
に
尋
問
調
書
の
内
容
と
相
違
し
た
場
合
に
処
罰
さ
れ
て
も
仕
方
な
い

出
回
、
」
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

こ
う
し
た
上
『
印
蓄
を
承
け
て
、
西
州
都
督
府
の
戸
啓
司
で
は
改
め
て
麹
嘉
淡

の
過
所
発
給
に
つ
い
て
処
理
が
行
わ
れ
、
そ
の
事
実
関
係
の
報
告
書
を
府
。
史

が
作
成
し
、
そ
れ
に
対
し
て
戸
直
参
集
が
処
決
を
・
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
を
司
馬
・
長
史
ら
が
承
認
(
連
判
)
し
、
最
終
的
に
都
替
に
よ

る
決
済
を
経
た
、
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
一
戸
曹
決
着
ー
は
こ
れ
を
承
け
て
、

①
過
所
の
作
成
と
②
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
文
案
。
両
国
間
県
の
上
申
書
ム
一
戸
曹
司

の
処
理
1
T

都
督
等
の
決
済
)
の
後
に
付
す
、
録
事
司
の
し
勾
・
検
を
受
け
る
た
ゐ

の
文
案
の
作
成
を
府
・
史
に
命
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
②
の
そ
の
後
の
処
理
経

過
は
先
に
述
べ
た
門
l
M
の
手
続
き
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
中

火
と
な
っ
て
い
る
部
分
に
は
、
古
岡
田
田
県
の
上
申
書
止
を
受
け
取
っ
た
後
の
前
述
し

た
西
州
府
で
の
一
連
の
処
理
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
お
そ
ら
く
回
行
自
は
最
後
の

「
事
書
き
」
の
部
分
だ
け
が
残
存
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

唐
の
川
県
百
姓
と
過
所
の
発
給

門
医
〕
の
手
続
き
の
流
れ
V

一
方
、
過
所
発
給
の
申
請
が
決
済
さ
れ
た
後
に
、
実
際
に
過
所
が
申
請
者
に

発
給
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
は
、
史
料
と
し
て
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く

は
都
督
の
命
を
承
け
た
戸
習
参
寧
の
指
示
に
よ
り
、
戸
曹
司
の
府
e

史
が
前
掲

の
よ
う
な
書
式
会
}
有
す
る
過
所
を
作
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
先

に
掲
げ
た
よ
う
に
過
所
は
控
え
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
戸
曹
前
川
@
史
は
過
所

の
副
本
を
同
時
に
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
過
所
の
正
本
は
、
そ
の
後

ま
ず
戸
世
日
参
軍
が
署
名
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
録
事
一
司
に
送
ら
れ
た
と
見
ら
れ

る
。
そ
し
て
録
事
参
軍
が
府
州
印
を
捺
し
た
上
で
、
申
請
を
受
け
付
け
た
録
事

が
申
請
者
に
過
一
加
を
発
給
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
録
事
司
で
は
捺

印
し
た
過
所
発
給
の
こ
と
を
「
印
歴
」
に
事
書
き
の
形
で
書
き
留
め
た
と
考
え

ら
れ
る
。

上
述
し
た
些
か
煩
雑
な
過
所
発
給
の
経
過
を
、
最
後
に
図
示
し
て
お
き
た

結
び
に
代
え
て

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
西
州
府
高
田
臼
県
百
姓
の
麹
嘉
談
は
、
過
所
の
申
請
書

(
牒
)
を
西
州
府
の
受
け
付
け
窓
口
(
録
事
)
に
提
出
し
、
同
じ
録
事
よ
り
過

所
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
過
所
の
提
出

窓
口
が
常
に
府
州
司
に
指
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
麹
嘉
淡
が
府
州

司
の
録
請
に
提
出
し
た
の
は
、
彼
が
所
属
す
る
県
一
刊
が
府
州
司
と
同
一
の
城
邑

に
存
在
し
て
い
た
か
ら
に
過
ぎ
ず
、
郭
下
県
で
な
け
れ
ば
通
常
は
県
が
窓
口
に
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な
り
申
請
書
を
府
州
に
上
申
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
木
賞
州
県
司
に
お
け

る
文
書
処
理
や
申
請
者
等
の
審
査
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
一
覧
表
に
ま
と
め
た

ご
と
く
で
あ
る
。
木
稿
で
は
ま
た
録
事
一
可
で
作
成
さ
れ
る
「
印
歴
」
が
、
「
到
来

文
章
一
一
目
白
」
や
「
発
出
文
書
目
」
と
し
て
の
性
格
を
併
せ
も
つ
こ
と
を
考
え
て
み

た
何
れ
に
し
て
も
、
最
終
的
な
過
所
発
給
の
処
決
は
都
母
国
も
し
く
は
刺
史
が
下

し
、
そ
の
判
断
の
た
め
の
実
質
的
な
取
り
調
べ
は
所
属
の
県
が
行
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
本
文
書
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
過
所
を
申
請
す
る
麹
嘉

淡
が
第
六
等
小
中
下
)
戸
に
属
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
沙
州
敦
伯
居
県
や
西
川

交
河
県
(
名
山
郷
)
お
よ
び
蒲
回
目
県
で
も
白
六
等
戸
は
最
高
戸
に
属
す
こ
と
か

(

幻

)
ら
、
お
そ
ら
く
彼
が
所
属
す
る
高
岡
田
県
に
お
い
て
も
最
上
層
の
富
俗
戸
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。
彼
が
率
い
て
ゆ
く
人
畜
も
、
作
人
(
一
一
雇
用
人
)
二
人
と
馬
一

疋
・
瞭
十
頭
か
ら
な
り
、
こ
れ
ら
を
整
え
る
に
は
相
当
な
財
力
が
無
け
れ
ば
無

理
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
西
州
高
呂
田
m
某
郷
の
「
戸
口
一
般
」
に
上
れ
ば
、
山
?
に

(
お
)

比
べ
て
馬
と
櫨
は
極
端
に
少
な
い
家
資
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
過
所
を
申
請
し
て
本
震
を
離
れ
る
百
姓
が
一
握
り
の
富

絡
戸
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
多
く
の
百

姓
に
と
っ
て
郷
皇
を
合
法
的
に
離
れ
る
機
会
が
、
兵
役
か
あ
る
い
は
こ
う
し
た

富
裕
戸
が
郷
里
を
離
れ
る
機
会
に
作
人
と
な
る
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
様
々
な

(
鈎
)

ケ
ー
ス
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
に
見
え
て
お
担
、
今
後
個
別
的
に
分
析
を
加
え

て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
本
稿
で
検
討
し
た
麹
嘉
淡
と
同
様
に
、
馬
駿
@
作
人
ー
を
率
い
て
木
賞
を

唐
の
州
県
百
姓
と
過
所
の
発
給

離
れ
る
西
川
首
姓
で
あ
る
前
掲
②
の
一
ゐ
染
典
は
明
ら
か
に
ソ
グ
ド
商
人
で
あ

(
拘
)

り
、
交
易
の
目
的
で
東
西
を
往
来
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
過
所
発
給
の
過
程

が
本
稿
で
検
討
し
た
過
程
と
向
じ
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
で
西
州
高
昌
県
百
姓
、
麹
嘉
淡
の
場
合
の
み
を
取
り

上
げ
た
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
稿
を
攻
め
て
論
じ
た
い
。

注(

l

)

璃
波
一
九
九
二
一
、
六
七
四
j
七
一
一
一
玄
。

(

2

)

鳴
波
一
九
九
一
二
、
六
六
三
j
六
七
三
文
。
璃
波
氏
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
論
孜
以

外
に
、
過
所
・
公
験
関
係
文
書
を
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
庄
二
九
八
九

E

一
九
九
O
が
あ
る
。
な
お
程
喜
泉
氏
に
は
、
程
一
九
九
一
・
一
九
九
二
の
ほ
か
、

過
所
・
公
験
文
書
止
を
利
用
し
た
論
稿
を
数
多
く
発
表
じ
て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は

中
村
一
九
九
六
、
山
岸
一
九
九
六
が
あ
る
。

(
3
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
に
指
摘
し
た
の
は
、
杉
井
正
区
氏
で
あ
る
。
杉
井
一
九

九
O
、
二
ハ
二
頁
。

(

4

)

こ
れ
ら
の
過
所
に
関
す
る
情
報
は
、
破
波
一
九
九
一
コ
、
六
七
四
1
七
O
九
支
に

与
え
ら
れ
て
い
る
。

(
5
〉
仁
井
田
一
九
三
七
、
八
四
七
頁
。
程
一
九
八
五
二
一
二
一
貝
。
璃
波
一
九
九
三
一
、

七
一
一
一
一
頁
。
山
内
洋
一
九
九
六
、
一
一
一
五
頁
・
五
一
一
j
五
三
頁
注
納
。
中
村
一
九
九
六
、

五
三
一
一
長
。
こ
の
う
ち
砺
波
氏
は
、
中
央
の
左
右
衛
も
過
所
を
発
給
し
た
と
さ
れ

旬。。
ハ
6
)
た
だ
し
D
は
、
『
文
書
』
(
四
一
一
良
)
に
よ
る
と
、
戸
世
田
府
交
の
官
員
名
に
か
け

て
捺
印
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
協
同
一
九
八
六
、
図
版
一
一
九
で
は
臼

付
の
部
分
に
官
印
の
跡
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

(
7
)
E
は
明
ら
か
に
木
過
所
発
給
の
官
司
で
あ
る
西
州
都
督
府
に
留
め
ら
れ
た
写
し

と
認
め
ら
れ
、
敦
燈
莫
高
第
で
発
見
さ
れ
た
C
も
写
し
と
考
え
ら
れ
る
。
璃
波
一

九
九
一
二
、
七

O
人
頁
。
程
一
九
九
二
、
四
二
一
頁
。
た
だ
し
C
は
、
沙
川
川
発
給
の
過

一五



史
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所
の
後
に
、
同
州
東
万
の
守
捉
・
成
を
東
進
し
た
際
の
取
り
調
べ
記
録
が
連
ね
ら

れ
て
い
る
の
で
、
写
し
で
あ
る
と
し
て
も
こ
の
過
所
は
沙
州
に
留
め
ら
れ
た
も
の

と
は
考
え
に
く
い
。

〈8
)

唐
公
式
令
の
「
過
所
式
」
に
つ
い
て
は
、
治
川
一
九
五
八
、
(
中
〉
八
六
玄
、

程
一
九
八
五
、
一
二
一
一
一
一
具
、
中
村
一
九
九
六
、
一
一
一
一

o
i一
一
一
一
一
一
頁
、
仁
井
回
。

池
間
一
九
九
七
、
一
二
七
三
支
な
ど
参
照
。

(
9
〉
山
岸
一
九
九
六
、
三
五
頁
。

(
叩
〉
中
村
一
九
九
六
、
五
一
三
具
。

(
日
)
中
村
一
九
九
六
二
一
二

O
i
一
一
二
二
、
二
四
一
{
〉
二
四
五
頁
。
小
野
一
九
七
七
、

一
五

O
頁。

ハ
辺
)
た
だ
し
す
べ
て
の
噴
白
が
記
載
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
な
か
に
は
種
類
と
疋

頭
数
だ
け
の
場
合
も
あ
る
。
養
老
公
式
令
の
過
所
式
に
よ
る
と
「
其
毛
牡
牝
馬
牛

若
干
匹
一
回
一
と
あ
り
、
年
齢
の
項
目
は
な
い
。
仁
井
町
-
池
田
一
九
九
七
、
二
一

七
三
頁
。
こ
の
ほ
か
滝
川
一
九
五
八
、
(
中
)
λ
六
一
具
参
照
。

(
お
)
小
野
氏
は
原
認
に
忠
実
に
「
j
よ
り
こ
の
か
た
」
と
訳
さ
れ
る
。
小
野
一
九
七

七
、
一
五

O
頁
。
「
大
康
新
定
吉
凶
書
儀
」

(
ω
2
3
u
ぐ
広
〉
に
見
え
る
「
転

牒
式
」
に
「
転
牒
上
部
己
来
」
と
あ
り
、
「
戸
部
格
残
巻
」
(
的
・
H

位
。
に
一
安

西
一
己
来
」
と
あ
り
、
何
れ
も
「
j
ま
で
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
編
纂
史

料
に
お
い
て
も
そ
の
例
は
枚
挙
に
逗
な
い
ハ
張
九
齢
「
勅
吐
蕃
賛
一
割
問
書
一
『
曲
江

一
一
果
』
巻
十
一
「
西
従
葱
嶺
己
主
一
作
一
住
吉
。
ち
な
み
に
「
来
年
某
月
」
十
「
以
往
」
も
、

「
(
某
年
某
月
)
以
前
」
を
意
味
す
る
。

ハ
日
比
)
申
請
書
と
し
て
肢
を
提
出
す
る
の
か
、
辞
を
提
出
す
る
の
か
は
、
中
村
一
九
九

六
、
二
四
八
頁
参
照
。

(
お
)
、
議
波
一
九
九
三
、
六
九
六
頁
。

(
お
〉
滝
川
一
九
五
八
、
戸
下
)
一
八
頁
。
程
一
九
八
五
、
一
二
四
一
具
、
程
一
九
八
六
、

五
六
頁
参
照
。

(
げ
)
〈
録
文
〉
『
文
書
』
九
、
五
一
〈
J

七
O
頁
。
八
写
真
、
一
部
〉
『
文
物
』
一
九
七
五

五
、
一
九
i
ニ
0
・
二
二
頁
、
一
新
彊
博
一
九
七
五
、
六
一
一
良
。

一
六

(
凶
〉
一
戸
世
田
参
官
一
干
の
「
一
克
」
が
梁
一
冗
張
、
ま
た
後
掲
の
録
一
事
参
軍
の
「
田
山
」
が
宋
九
日
山

で
あ
る
こ
と
は
既
に
程
喜
京
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
程
一
九
八
六
、
五
四

一貝。

(
刊
一
)
六
六
行
自
の
文
字
の
移
録
に
つ
い
て
は
、
定
ま
っ
た
見
解
は
ま
だ
な
い
。
池
田

一
九
七
九
、
一
一
一
六
六
頁
@
杉
山
介
一
九
九
O
、
一
七
回
京
・
程
一
九
八
六
、
五

O
頁

は
「
一
日
勘
」
と
し
、
中
村
一
九
『
九
六
、
二
四
一
ハ
頁
は
「
忍
勘
口
」
と
し
、
呉
一

九
八
九
、
一
ニ
一
八

O
支
は
「
過
了
」
と
移
録
す
る
。
こ
こ
で
は
西
州
蒲
田
昌
県
作
成
の

際
文
末
尾
に
、
同
様
に
「
廿
五
日
勘
」
と
書
き
入
れ
が
あ
る
(
池
田
一
九
七
九
、

三
六
八
支
)
こ
と
を
霊
祝
し
、
「
一
日
勘
」
と
し
て
お
い
た
。

(
初
)
過
所
発
給
の
過
程
に
つ
い
て
は
程
一
九
八
五
a

一
九
八
六
、
玉
一
九
八
七
、
呉

一
九
八
九
、
杉
井
一
九
九

O
、
中
村
一
九
九
六
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
る

が
、
な
か
で
も
杉
井
氏
は
最
も
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
ぎ
た
中
村
氏
は
官
文
書

全
体
を
見
据
〉
え
た
上
で
こ
れ
を
検
討
し
て
お
り
、
さ
ら
に
川
川
県
の
文
書
行
政
の
流

れ
に
つ
い
て
は
、
内
藤
乾
士
口
氏
の
研
究
が
今
で
も
大
変
に
有
益
で
あ
る
。
内
藤
一

九
七
九
、
二
二
三
j
=
一
四
五
一
見
。
本
来
な
ら
ば
、
既
に
検
討
さ
れ
て
い
る
点
に
つ

い
て
は
逐
一
注
記
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
ま
り
に
も
注
が
煩
治
に
な

る
こ
と
か
ら
必
要
最
小
限
に
留
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て

お
く
。

ハ
去
)
中
村
一
九
九
六
、
二
四
八
一
良
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
麹
嘉
淡
が
辞
で
は
な
く

肢
を
提
出
し
た
の
は
彼
が
官
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
泣
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
程
喜
累
氏
は
、
申
請
書
は
高
畠
県
で
受
け
付
け
て
か
ら
州

府
ヘ
牒
ょ
す
る
も
の
と
解
す
る
が
、
『
一
斗
文
で
論
ず
る
よ
う
に
郭
下
県
で
は
そ
う
し

た
こ
と
は
認
め
が
た
い
。
程
一
九
八
六
、
五
回
頁
。

(
お
)
内
藤
一
九
七
九
、
二
一
二
二

1
ニコニコ一員。

(
お
)
録
率
一
一
向
の
「
印
歴
」
と
は
、
「
西
州
都
督
府
之
印
し
を
捺
印
し
た
文
案
の
目
録

の
こ
と
で
あ
る
。
内
藤
乾
士
口
氏
が
検
討
さ
れ
る
「
文
牒
の
巨
を
文
章
一
日
発
行
簿
と
で

も
い
う
べ
き
も
の
に
書
き
記
す
」
(
内
藤
一
九
七
九
、
一
一
一
一
九
頁
)
と
は
、
こ
の

「
印
歴
」
へ
の
書
き
入
れ
を
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
録
事
司
の
職
務
で
あ
っ
た
と



ヰ
ウ
え
ら
れ
る
c

そ
の
実
例
は
、
録
司
君
司
で
は
な
い
が
.
中
卒
徳
一
に
お
い
て
銀
事
司
的

な
機
関
と
な
っ
て
い
た
孔
目
司
が
作
成
し
た
「
印
隆
L
が
残
さ
れ
て
い
る
。
既
に

荒
川
一
九
九
七
、
図
版
第
二
に
録
文
と
写
真
を
公
表
し
た
が
、
文
書
題
名
が
不
適

切
で
あ
っ
た
こ
と
と
一
部
録
文
を
省
略
し
て
載
せ
た
の
で
、
以
下
に
文
書
題
名
所
}

-
訂
正
し
て
全
録
文
を
掲
げ
て
お
く
。

「
北
庭
事
h
円
滑
軍
兵
曹
司
開
元
斗
一
ヰ
年
(
七
二
人
)
↓
一
一
月
印
歴
」
(
切
口
会
泊
ゅ
の
)

2
1
3
行
自
に
「
瀞
海
」
寧
之
印
」
あ
り

兵
世
田
司
智
沼
十
五
年
十
二
月
印
歴
典
剖
罫
官

五
日
族
中
一
平
為
収
調
劇
周
一
定
上
事
。

ト
採
草
坊
為
収
扶
翠
兵
三
割
苅
事
。

膝
西
門
為
収
高
漠
子
古
事
。
膝
由
同
曹
為
磨
甲
兵
事
。

際
東
道
守
捉
為
置
笠
子
事
。

向

右
伍
道
血
〈
杜
号
一
口
官
楽
一
環

七
日
篠
倉
世
田
為
侍
大
斌
身
死
一
事
。

際
右
一
軍
為
同
前
事
。
族
六
笠
1

為
折
年
支
材
木
来
口
。

際
良
候
為
同
前
事
。
応
事
坊
為
収
患
損
兵
阿
南
相
事
。

際
作
坊
為
収
患
損
匠
臨
時
琵
事
。
際
左
一
十
江
二
寧
為
収
患
強
兵
〔
〕
。

(
後
火
)

(
お
)
勾
・
検
の
柏
比
一
況
に
つ
い
て
は
、
滋
賀
一
九
七
九
、
二
郎
了
J

二
回
二
頁
参
照
。

(
お
〉
内
藤
一
九
七
九
、
三
一
一
八
頁
。

(
幻
〉
敦
伯
居
。
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
ハ
一
戸
籍
や
差
科
簿
な
と
〉
に
見
え
る
と
こ
ろ
で

は
、
西
川
川
・
沙
州
の
県
下
の
郷
に
お
け
る
最
高
の
戸
等
は
中
下
一
戸
ハ
ム
ハ
等
戸
)
も

し
く
は
下
上
戸
(
七
等
一
戸
)
で
あ
る
。
池
田
一
九
七
九
、
六
七
・
二
人
六
-
一
一
一
六

八
頁
な
ど
参
照
。

(
お
)
「
唐
商
州
莱
郷
一
戸
口
…
朕
」
(
宏
吋
町
内
忌
同
一
N
U
(
白)句

U
O
(
白
)
、
『
文
書
』
凶
、
一
一

山栄一冗

2 5 4 3 6 8 7 10 9 

唐
の
州
県
一
日
姓
と
過
所
の
発
給

百
九
)
よ
り
、
白
川
高
田
同
県
下
の
某
郷
で
は
、
一
四
六
頭
の
去
勢
し
、
に
牡
牛
と
四
七

頭
の
牝
牛
が
存
在
し
た
の
に
対
し
て
、
馬
は
六
疋
、
騒
は
七
一
訴
し
か
な
い
こ
と
が

う
か
、
か
え
る
。

(

m

山
)
も
ち
ろ
ん
過
所
止
を
申
請
し
て
木
賞
止
を
離
れ
る
百
姓
が
す
べ
て
世
田
裕
戸
で
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
前
掲
⑦
安
西
給
過
一
肌
放
還
京
人
、
平
一
τ
一
日
本
仙
(
木
賞
、
京
兆
府
一
時
十

波
田
町
〉
②
北
庭
部
設
白
川
金
治
問
内
百
姓
、
蒋
化
明
な
ど
様
々
な
ケ
ー
ス
が
認
め
ら
れ

る
。
『
文
書
』
九
、
五
人
r
)

一ハ七一貝。

ハ
小
川
)
池
田
一
九
八

O
、
三
二
六

1
一二一ニ

O
頁
な
ど
参
照
。

(
略
ロ
マ
)

『
文
書
』
。
@
。
国
家
文
物
局
士
口
文
献
研
究
室
@
新
彊
結
五
日
爾
自
治
区
博
物
館
@
武
漢

大
学
医
刷
会
ポ
編
『
叫
川
一
魯
番
出
土
文
蓄
』
一
(
J

一
O
、
文
物
出
版
社
、

一
九
λ
一
{
)
一
九
九

O
年。

(
引
用
文
献
)

荒
川
正
晴

一
九
九
三

一一池一
九九回九
八七混九
OブL 七

一大
ゴし津
八透
/¥. 

一小
九!1lf
七勝
七年

「
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
唐
の
交
通
運
用
に
つ
い
て
」
司
東
洋
史
研
究
』

五
二
二
、
二
三

i
五
一
頁
。

「
ク
チ
ャ
出
土
「
礼
百
一
司
一
文
書
」
孜
」
『
百
代
文
化
』
四
九
、
一
♂
tilid

一
ハ
頁
。

『
中
国
古
代
務
校
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
。

「
札
双
山
短
の
流
通
経
済
」
『
講
座
数
燥
3

敦
伯
屈
の
社
会
』
大
京
出
版
社
、
二

九
七

1
一
二
四
三
一
貝
。

「
唐
律
令
制
下
の
力
役
制
度
に
つ
い
て
!
日
『
唐
賦
役
人
守
管
見
!
L
『
東
洋
文

化
』
六
八
、
一

O
九
j
一
四
人
頁
。

「
一
唐
の
問
元
時
代
の
旅
行
証
明
警
に
つ
い
て
」
『
東
洋
学
術
研
究
』
一
六

二
一
、
一
四
六

5
一
五
七
頁
。

Fじ



八

一
三
七
冊

『
総
絢
之
路
』
文
物
出
版
社
。

一
九
八
六

四
民
軍
長

一
九
一
八
九
-
一
九
九

O

「
唐
開
元
廿
一
年
西
州
都
督
府
処
分
行
旅
文
案
残
巻
的
復
原

与
研
究
」
『
文
物
研
究
』
五
・
六
、
三
七

0
1
=一
八
七
頁
二
九
九
j
一一一

二
五
一
良
。

新
開
担
維
五
口
市
州
白
、
治
区
博
物
館
(
編
)

一
九
七
五
『
新
設
出
土
文
物
』
文
物
出
版
社
。

銭
大
群
(
訳
注
)

一
九
八
八
『
唐
律
訳
注
』
江
蘇
古
籍
出
版
社
。

程
菩
隷

一
九
八
五

一
九
八
六

九
係
資
修
二
一

一
九
七
九
「
名
例
(
訳
注
ど
『
訳
注
目
本
律
令
五
、
唐
筏
仏
思
議
訳
註
第
一
』
東
京
営
一

出
版
。

杉
井
正
直

一
九
九

O
「
唐
代
の
過
一
併
発
給
に
つ
い
て
」
布
目
潮
鴻
博
士
令
官
稀
記
念
論
集
『
東
ア

ジ
ア
の
法
と
社
ム
亘
汲
古
書
院
、
一
五
九
(
J

一
八
九
頁
。

滝
川
政
次
郎

一
九
五
八
「
過
所
考
〈
上
・
中
・
下
)
」
『
日
本
歴
史
』
一
一
八
・
一
一
九
。
一
二

O
、

ニ
0
1
二
入
@
八
四

1
八
九
・
一
四
f

〉
二
二
一
頁
。

橋
波
護

一
九
九
三

「
唐
代
的
公
験
与
過
一
助
」
『
中
国
史
研
究
』
一
、
一
一
一
一

1
一
一
二
回
頁
。

「A
康
問
一
万
二
十
一
年
(
七
一
二
三
)
西
州
都
督
府
勘
給
過
所
案
巻
V

考
釈

l

兼
論
誘
過
所
程
序
与
勘
験
過
所
(
上
)
」
『
判
明
耳
目
南
北
朝
惰
唐
史
資
料
』
入
、

四
八

1
五
九
頁
。

「A
唐
垂
扶
一
元
年
ハ
六
八
五
)
康
尾
義
自
殺
施
等
詩
適
所
案
巻
V

考
釈
」
『
貌

祝
日
南
北
朝
惰
唐
史
資
料
』
一
一
、
二
一
一
一
九
1
二
五

O
頁。

「
護
照
与
後
一
位
功
柏
市
合
一
的
過
所
」
『
文
史
知
識
』
入
、
四
一
一

1
四
五
頁
。

「
唐
代
の
過
所
と
ハ
ム
験
」
『
中
間
中
世
の
文
物
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
、
六
六
一

1
七
二

O
頁。

内
藤
乾
士
口

一し九六一二

中
村
裕
一

一
九
九
六

仁
弁
田
陸

一
九
三
七
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
。

一
九
六

O
『
中
国
法
制
史
研
究
土
地
法
・
取
引
法
』
東
京
大
学
出
絞
会
。

仁
井
田
陸
・
池
田
温
〈
等
編
)

一
九
九
七
『
一
躍
令
拾
遺
補
』
東
京
大
学
出
版
会
。

山
岸
健
二

一
九
九
六

『
中
国
法
制
史
考
一
語
』
有
斐
閣
。

一
九
九
一

『
唐
代
公
文
章
宙
研
究
』
汲
古
書
院
。

一
九
九
二

「
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
み
え
る
過
一
一
例
・
公
験
」
『
史
学
研
究
集
録
』

二
一
、
三
一
二
{
)
五
四
支
。

王
仲
悠

一
九
八
七

「
吐
魯
番
出
土
的
幾
件
唐
代
過
所
」
『
絡
事
十
山
館
議
稿
』
中
謹
書
局
、
二
七

回
j
一
一
二
四
頁
。

関
官
邸
然
ハ
編
)




